
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

令和７年度　大坂地区配水管布設替工事（２工区）

板野町大坂

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

住　　　所

予定価格

徳島県板野郡板野町矢武字南川窪４３－１

東條商事（株）

7,428,000

8,260,000

工事概要

入 札 の 状 況

東條　智之

7,427,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 9 令和7年11月29日

令和7年11月29日 令和8年2月10日

8,170,800

上水道配水管布設替

ＨＰＰＥ　φ １００mm　×　１５０．０ｍ

令和7年11月25日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

令和7年度

水道施設

AM10：00

吉岡　健治 失格（株）吉岡組 7,422,000

松浦　惠 4大東興業（株） 7,850,000

小川　徳次郎 2（株）小川土木 7,430,000

林田　亮 失格三共建設（株） 7,420,000

小川　隆弘 失格小川土木（有） 7,422,000

金岡　大輔 失格（株）金岡組 7,410,000

東條　智之 ①東條商事（株） 7,428,000

鈴木　栄 失格（有）栄建設 7,418,000

橋本　淳 失格（有）誉建設 7,413,000

廣田　ちづる 失格（株）廣田組 7,420,000

内藤　幸夫 無効（株）川内開発

月岡　猛 3（株）月岡組 7,431,000

最低制限価格未満の入札者名

（株）吉岡組

三共建設（株）

小川土木（有）

（株）金岡組

（有）栄建設

（有）誉建設

（株）廣田組



令和７年度　大坂地区配水管布設替工事（２工区）

整理番号 9

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

7,422,000（株）吉岡組 吉岡　健治 711 214R07/11/25 10時46分24秒214

7,850,000大東興業（株） 松浦　惠 123 886R07/11/25 10時46分29秒886

7,430,000（株）小川土木 小川　徳次郎 121 000R07/11/25 10時46分36秒000

7,420,000三共建設（株） 林田　亮 358 906R07/11/25 10時46分41秒906

7,422,000小川土木（有） 小川　隆弘 703 363R07/11/25 10時46分51秒363

7,410,000（株）金岡組 金岡　大輔 417 535R07/11/25 10時46分58秒535

7,428,000東條商事（株） 東條　智之 421 863R07/11/25 10時47分04秒863

7,418,000（有）栄建設 鈴木　栄 211 023R07/11/25 10時47分11秒023

7,413,000（有）誉建設 橋本　淳 123 191R07/11/25 10時47分17秒191

7,420,000（株）廣田組 廣田　ちづる 513 398R07/11/25 10時47分34秒398

無効（株）川内開発 内藤　幸夫 000 660R07/11/25 10時47分48秒660

7,431,000（株）月岡組 月岡　猛 357 976R07/11/25 10時47分53秒976

予定価格

7,427,628

7,427,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

8,260,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者

（株）川内開発



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 令和７年度　大坂地区配水管布設替工事（２工区）

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥4,169,708

最低制限基本価格 7 , 3 8 7 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 7 , 4 2 7 , 0 0 0 円

9

¥663,510
¥1,890,000
¥1,536,782

8,260,000円

1 . 0 0 5 5

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.97＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.68」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9.2/10を超える場合は、予定価格

の9.2/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7.5/10に満たない場合は予定価格の7.5/10を最低制限基本価格とす

る。


